
能登ふるさと博マスコットキャラクター「のとドン」の 

利用に関する取扱要領 

 

（目 的） 

第１条 本要領は、能登ふるさと博マスコットキャラクター「のとドン」（以下「のとドン」

という。）をより親しみやすく、より身近に感じていただくため、より多くの人々に

周知されるとともに利活用を図ることを目的に、その利用条件及び手続きについて

定める。 

 

（定 義） 

第２条 この要領において「のとドン」（以下「本著作物」という。）とは、能登ふるさと

博を全国に広くアピールすることを目的に公募・選定されたものであり、｢能登半島｣

の形をモチーフにしたキャラクターで、能登の祭りの太鼓の音(ドンドン)や｢能登

丼｣のほか、“どんどん能登に来てください”という思いが込められている。 

 

（商用目的利用） 

第３条 本要領において「商用目的」とは、利用希望者（以下「利用者」という。）が本要

領に基づいて、本著作物を複製等したもの、および本著作物に改変を施した二次的

著作物（以下「当該著作物」という。）のいずれかを第三者に提供するに際し、利用

者がその提供と引き換えに対価を徴収する場合、または広告の一部として当該著作

物を利用する場合をいう。 

２ 利用者が商用目的の複製等を行う場合は、本著作物に改変を加えることの有無に

関わらず、能登ふるさと博開催実行委員会（以下「実行委員会」という。）へ届出を

行わなければならない。 

 

（非商用目的利用） 

第４条 本要領において「非商用目的」とは、利用者の使用目的が前条の第１項に該当し

ない場合をいう。 

  ２ 本著作物を非商用目的で、かつ、なんら改変を加えないで利用しようとする場合

は自由に利用できるものとする。 

  ３ 利用者が非商用目的で利用する場合であっても、本著作物に改変を加えた上で、

複製等を行う場合は、実行委員会へ届出を行わなければならない。ただし、原型を

著しく変形させる改変を行うことはできない。 

 

（利用の申請） 

第５条 利用者は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に利用する場合、県が

主体となって実施するイベント等で利用する場合を除き、あらかじめ実行委員会に

対し、利用申請書（別記様式第 1 号）を提出しなければならない。 

  ２ 当該申請は、原則として利用希望日（利用希望開始日）の７日前までに行わなけ

ればならない。 



  ３ 当該申請に対し、実行委員会は、利用許諾を行ったときは、利用許諾書（別記様

式第３号）を、また、利用を許諾しない場合は利用不許諾通知書（別記様式第５号）

を申請者へ送付する。 

 

（利用許諾の期間） 

第６条 利用許諾の期間は、利用許諾を受けた日からその日の属する年度の翌年度の末日

までとする。 

  ２ 前項の期間満了後において、引き続きキャラクターを利用するときは、改めて申

請を行い、利用許諾を受けなければならない。 

  ３ 前項の規定にかかわらず、当該利用許諾を受けた事項を変更しない限り、第 1 項

の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続きキャラクターを利用する

ことができるものとする。 

 

（許諾内容の変更等） 

第７条 利用者が利用許諾の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ変更申

請書（別記様式第２号）を実行委員会に提出し、許諾を受けなければならない。 

  ２ 実行委員会は、前項に規定する変更申請書を受理した場合には、その内容を審査

のうえ、適当と認めるときは、これを許諾し、変更許諾書（別記様式第４号）を交

付する。 

 

（使用の禁止または停止並びに賠償請求の放棄） 

第８条 実行委員会が以下に該当すると判断した場合はその使用を禁止することができる。 

（１）能登ふるさと博の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになる場合 

（２）主として特定の政治、思想、宗教活動に利用しようとする場合 

（３）特定の個人、または団体の売名に利用しようとする場合 

（４）不当な利益をあげるために利用しようとする場合 

（５）その他許諾することが不適当と認められる場合 

  ２ 実行委員会が利用者の利用実態について、当該届出の内容が本要領の目的に則し

た利用形態ではないと判断した場合、または、利用者が当該届出の内容と異なる利

用形態で本著作物を利用していることを確認した場合、利用者に対し複製等の差し

止めを要求することとし、当該差し止め要求を受けた利用者はただちに本著作物の

複製等を停止しなければならない。 

  ３ 利用者が前２項の規定により使用の禁止または停止を受けたことによって損害を

被ったとしても、利用者は、実行委員会に対するいっさいの請求権を放棄するもの

とし、何ら損害賠償請求をすることはできない。 

 

附則  

この要領は平成２１年６月１日から施行する。 

この要領は平成３０年４月１日から施行する。 

この要領は令和６年１月１６日から施行する。 


